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�愛媛県告示第９５４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院でなくなった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９５５号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の撤回………………………………………………………４７３

○ 救急病院の協力申出…………………………………………………４７３

○ 指定居宅支援事業者の指定（３件）………………………………４７３

○ 指定居宅サービス事業者の指定……………………………………４７４

○ 指定居宅介護支援事業者の指定……………………………………４７５

○ 指定居宅サービスを行う事業所の名称の変更……………………４７５

○ 指定居宅サービスを行う事業所の所在地の変更…………………４７６

○ 指定居宅サービスを行う事業所の名称及び所在地の変更………４７６

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称の変更………………４７６

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の所在地の変更……………４７６

○ 指定居宅介護支援事業を行う事業所の名称及び所在地の変更…４７７

○ 指定居宅サービス事業の廃止………………………………………４７７

○ 指定居宅介護支援事業の廃止………………………………………４７７

○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等（２

件）……………………………………………………………………４７７

○ 新たな土地改良事業の施行の認可…………………………………４７８

○ 肥料登録証の記載事項の変更の届出（２件）……………………４７９

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………４７９

○ 公有水面埋立免許の出願……………………………………………４７９

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可…………………………………４８０

○ 基本測量の実施の通知………………………………………………４８１

○ 道路の区域変更（県道伊予石城停車場線）………………………４８１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………４８１

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………４８１

○ 道路の位置の指定……………………………………………………４８１

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定願の記載事項の変更……………４８２

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告…………………４８２

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………４８２

名 称 所 在 地 開 設 者 名

平成脳神経外科
病院 松山市北井門町１８６番地 医療法人博愛会

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

平成脳神経外科
病院

松山市北井門町１８６番
地

医療法人
松山平成会

平成１９年
３月３１日
まで

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出………………………………………………４８２

○ 政治団体の届出事項の異動の届出…………………………………４８３

○ 政治団体の解散の届出………………………………………………４８７

○ 資金管理団体の届出事項の異動の届出……………………………４８８

○ 資金管理団体の指定の取消し等の届出……………………………４８８

告 示

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１１６１１４ 特定非営利活動法人Asanami Work Camp
北条市苞木甲２４７番
地３ 西 谷 哲 夫 児童居宅介護 ＡＷＣヘルパーステ

ーション
北条市八反地甲１６３１
番地

平成１６年
４月１６日

毎週（火・金）曜日発行 第１５５３号 平成１６年４月２７日

平成１６年４月２７日火曜日 第１５５３号

愛 媛 県 報

４７３
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�愛媛県告示第９５８号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１２８１１１ 特定非営利活動法人Asanami Work Camp
北条市苞木甲２４７番
地３ 西 谷 哲 夫 身体障害者居

宅介護
ＡＷＣヘルパーステ
ーション

北条市八反地甲１６３１
番地

平成１６年
４月１６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１４９１１６ 特定非営利活動法人Asanami Work Camp
北条市苞木甲２４７番
地３ 西 谷 哲 夫 知的障害者居

宅介護
ＡＷＣヘルパーステ
ーション

北条市八反地甲１６３１
番地

平成１６年
４月１６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０３８３９ アイトータルサービス
有限会社

愛媛県松山市山越五丁
目１４番２０号 福祉用具貸与 アイトータルサービス

有限会社
愛媛県松山市山越五丁
目１４番２０号 平成１６年３月１日

３８７３３００３５８ 有限会社さくら
愛媛県温泉郡川内町北
方３２０５番地１コスモ川
内１０１号

訪問介護 ヘルパーステーション
さくら

愛媛県温泉郡川内町北
方３２０５番地１コスモ川
内１０１号

平成１６年３月１日

３８７３４００２９９ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 訪問介護 株式会社悠遊社小田事

業所
愛媛県上浮穴郡小田町
大字本川２４２４－１ 平成１６年３月１日

３８７１２００３１１ 医療法人弘仁会 愛媛県東予市三津屋南
９番１０ 訪問介護 ヘルパーステーション

まほろば
愛媛県東予市三津屋南
９番１０ 平成１６年３月１日

３８７０９００３２５ 有限会社うらら 愛媛県四国中央市三島
金子一丁目５番５号 訪問介護 うらら訪問介護サービ

ス
愛媛県四国中央市三島
中央三丁目１７－１８ 平成１６年３月２日

３８６３５９０９９２ 有限会社コミュニティ
ーハウス

愛媛県北条市北条５８８
番地３ 訪問看護 訪問看護ステーション

のどか
愛媛県伊予郡松前町大
字北黒田字石山１７３番
地１

平成１６年３月３日

３８７３５００６８４ 有限会社コミュニティ
ーハウス

愛媛県北条市北条５８８
番地３ 通所介護 デイサービスセンター

のどか
愛媛県伊予郡松前町北
黒田字石山１７３番地１ 平成１６年３月３日

３８７０３００５５９ 有限会社ケアステーシ
ョン悠友

愛媛県宇和島市丸之内
四丁目３番１３号 訪問介護 ケアステーション悠友 愛媛県宇和島市丸之内

四丁目３番１３号 平成１６年３月３日

３８７０１０３８５４ 医療法人ビハーラ藤原
胃腸科

愛媛県松山市中央二丁
目１２３６番地５

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームアショ
カ

愛媛県松山市南吉田町
９６４番１ 平成１６年３月５日

３８７３８００４０７ 有限会社田窪若草ヘル
パー

愛媛県西予市明浜町高
山甲１３１０番地 訪問介護 有限会社田窪若草ヘル

パー
愛媛県西予市明浜町高
山甲１３１０番地 平成１６年３月５日

３８７０１０３８６２ 有限会社ティーエムコ
ーポレーション

愛媛県松山市北斎院町
１０７２番地１

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームすみれ
の里

愛媛県松山市南高井町
１８０８番４ 平成１６年３月１０日

３８７０１０３８７０ 有限会社スローライフ 愛媛県松山市正円寺一
丁目７番１１号

痴呆対応型共同
生活介護 ぐるうぷほうむ３丁目 愛媛県松山市東野三丁

目１１－１６ 平成１６年３月１０日

３８７０８００３０１ 医療法人綮愛会 愛媛県四国中央市上分
町７３２－１

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームいしか
わ

愛媛県四国中央市上分
町８６１番地２０ 平成１６年３月１０日

３８７１０００３８０ 有限会社みらいフード
サービス

愛媛県松山市山越五丁
目１３番８号 訪問介護 ヘルパーステーション

みらい
愛媛県伊予市下吾川１２
２６番地５ 平成１６年３月１５日

３８７０６００５２９ 株式会社住宅アシスト
ＦＡＳＥ

愛媛県西条市楢木１１番
地 福祉用具貸与 株式会社住宅アシスト

ＦＡＳＥ
愛媛県西条市楢木１１番
地 平成１６年３月１５日

３８７０５０１１６４ 新居浜医療生活協同組
合

愛媛県新居浜市新田町
一丁目９番９号 通所介護 デイサービスわいわい

クラブ
愛媛県新居浜市高津町
３番２０号 平成１６年３月１７日

３８７０１０３８９６ 有限会社ほくと 愛媛県松山市久万ノ台
８９９番地 訪問介護 居宅介護支援サービス

すずらん
愛媛県松山市久万ノ台
８９９番地 平成１６年３月１８日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４７４
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�愛媛県告示第９６０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０３９０４ えひめ中央農業協同組
合

愛媛県松山市千舟町８
－１２８－１ 通所介護 サンケア潮見 愛媛県松山市吉藤四丁

目７－２６ 平成１６年３月１９日

３８７０３００５６７ ケアセンター幸有限会
社

愛媛県宇和島市宮下乙
９７番地７ 訪問介護 ケアセンター幸 愛媛県宇和島市宮下乙

９７番地７ 平成１６年３月２４日

３８７３７００４０９ 株式会社ステージアッ
プ

愛媛県西宇和郡保内町
須川５１０番地

痴呆対応型共同
生活介護 グループホーム優瑠里 愛媛県西宇和郡保内町

喜木１番耕地１６６番１ 平成１６年３月２４日

３８７３８００４１５ 有限会社ラッセル社 愛媛県松山市久谷町乙
５３番地３３

痴呆対応型共同
生活介護

うっかり長屋きなはい
や

愛媛県西予市野村町野
村１１号１番 平成１６年３月２４日

３８７０５０１１７２ 四国医療サービス株式
会社

高知県高知市南竹島町
３５番地 福祉用具貸与

四国医療サービス株式
会社福祉事業部新居浜
営業所

愛媛県新居浜市阿島１０
１５番地５９号 平成１６年３月２４日

３８７３３００３７４ 特定非営利活動法人ハ
ピネス中島

愛媛県温泉郡中島町大
字小浜甲４９６番地 訪問介護 ヘルパーステーション

ハピネス中島
愛媛県温泉郡中島町大
字小浜甲２６－１８ 平成１６年３月２６日

３８７３２００７８０ 社会福祉法人寿山会 愛媛県越智郡波方町波
方１００６

痴呆対応型共同
生活介護

グループホームパラデ
ィ

愛媛県越智郡波方町樋
口甲１２０－１ 平成１６年３月２６日

３８６３９９１０００ 社会福祉法人旭川荘 岡山県岡山市祇園地先 訪問看護 みなみ愛媛訪問看護ス
テーション

愛媛県北宇和郡広見町
大字永野市１６０７番地 平成１６年３月２６日

３８７４０００３６１ 株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁
目１０番１号 訪問介護 株式会社コムスン愛南

ケアセンター
愛媛県南宇和郡御荘町
平城４３７番地１ 平成１６年３月２６日

３８７３４００３５６ 社会福祉法人面河村社
会福祉協議会

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２４３１番地 通所介護

指定通所介護事業所デ
イサービスセンターお
もご

愛媛県上浮穴郡面河村
渋草２３１０番地 平成１６年３月２９日

３８７０１０３９１２ 有限会社八幡浜看護婦
家政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１
－７８２－２０

短期入所生活介
護 悠美ショートステイ 愛媛県松山市山越二丁

目５－２６ 平成１６年３月３０日

３８７０１０３９２０ 有限会社八幡浜看護婦
家政婦紹介所

愛媛県八幡浜市大平１
－７８２－２０ 通所介護 悠美デイサービス 愛媛県松山市山越二丁

目５－２６ 平成１６年３月３０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７３４００２９９ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 居宅介護支援 株式会社悠遊社小田事

業所
愛媛県上浮穴郡小田町
大字本川２４２４－１ 平成１６年３月１日

３８７０５０１１５６ 株式会社東雲精工 愛媛県新居浜市東雲町
二丁目６番６５号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所し

ののめ
愛媛県新居浜市東雲町
二丁目６番６５号 平成１６年３月１日

３８７０１０３８４７ 有限会社サンアルテ 愛媛県松山市築山町８
番３号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所よ

かよか倶楽部
愛媛県松山市柳井町一
丁目１０番７号カーサー
藤３０１号

平成１６年３月３日

３８７０２００７３４ 有限会社ワードアイ 愛媛県今治市東村五丁
目８番３５号 居宅介護支援 おかげさん 愛媛県今治市東村五丁

目８番３５号 平成１６年３月２４日

３８７３３００３６６ 特定非営利活動法人ハ
ピネス中島

愛媛県温泉郡中島町大
字小浜甲４９６番地 居宅介護支援 ハピネス中島 愛媛県温泉郡中島町大

字小浜甲２６－１８ 平成１６年３月２６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８５７７８０００５ 医療法人博愛会 愛媛県松山市祓川１－
２－２８

通所リハ
ビリテー
ション

老人保健施設しら
さぎ苑

介護老人保健施設
しらさぎ苑

愛媛県松山市祓川１
－２－２８

平成１６年
２月１日

３８５７７８０００５ 医療法人博愛会 愛媛県松山市祓川１－
２－２８

短期入所
療養介護

老人保健施設しら
さぎ苑

介護老人保健施設
しらさぎ苑

愛媛県松山市祓川１
－２－２８

平成１６年
２月１日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４７５
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�愛媛県告示第９６２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０３２２７ 医療法人たくま会 愛媛県松山市保免上二
丁目３－１０ 訪問介護 ヘルパーステーショ

ンせと
愛媛県松山市保免
上二丁目３－１０

愛媛県松山市余戸
南二丁目１９－３３

平成１５年
５月１日

３８７３９００１６５ 社会福祉法人日吉村社
会福祉協議会

愛媛県北宇和郡日吉村
下鍵山２９９ 訪問介護 社会福祉法人日吉村

社会福祉協議会
愛媛県北宇和郡日
吉村下鍵山２９９

愛媛県北宇和郡日
吉村下鍵山５００番
地日吉村中央集会
所内

平成１６年
１月１日

３８７０５００３９８ 株式会社すずらん 愛媛県新居浜市喜光地
町１－７－１７ 訪問介護 すずらんサービスセ

ンター
愛媛県新居浜市坂
井町３－８－４０

愛媛県新居浜市喜
光地町１－７－１７

平成１６年
３月１８日

３８７３９００５０４ 有限会社介護センター
津島

愛媛県北宇和郡津島町
北灘乙２０４１番地 訪問介護 介護センター津島指

定訪問介護事業所
愛媛県北宇和郡津
島町北灘乙２０４１番
地

愛媛県北宇和郡津
島町近家甲１６２３番
地

平成１６年
３月２０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 所 在 地

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

３８７０１０３３３４
（→３８７３５００７００）

有限会社コミュニ
ティーハウス

愛媛県北条市北条
５８８番地３ 訪問介護 ヘルパーステー

ション寿限無
ヘルパーステー
ションのどか

愛媛県松山市南
久米町７番地１６

愛媛県伊予郡松
前町大字北黒田
字石山１７３番地
１

平成１６年
３月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１００１５７ 社団法人松山市医師会 愛媛県松山市柳井町２
－８５

居宅介護
支援

社団法人松山市医
師会

居宅介護支援事業
所松山市医師会

愛媛県松山市柳井町
２－８５

平成１６年
２月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０３２３５ 医療法人たくま会 愛媛県松山市保免上二
丁目３－１０

居宅介護
支援 ケアセンターせと 愛媛県松山市保免

上二丁目３－１０
愛媛県松山市余戸
南二丁目１９－３３

平成１５年
５月１日

３８７３９００４９６ 有限会社介護センター
津島

愛媛県北宇和郡津島町
北灘乙２０４１番地

居宅介護
支援

介護センター津島指
定居宅介護支援事業
所

愛媛県北宇和郡津
島町北灘乙２０４１番
地

愛媛県北宇和郡津
島町近家甲１６２３番
地

平成１６年
３月２０日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４７６
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�愛媛県告示第９６６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 所 在 地

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

３８７０１０３３４２
（→３８７３５００６９２）

有限会社コミュニ
ティーハウス

愛媛県北条市北条
５８８番地３

居宅介護
支援

居宅介護支援事
業所長閑

居宅介護支援事
業所のどか

愛媛県松山市南
久米町７番地１６

愛媛県伊予郡松
前町大字北黒田
字石山１７３番地
１

平成１６年
３月１日

３８７０１０２０５４
（→３８７０１０３８８８）

えひめ中央農業協
同組合

愛媛県松山市千舟
町八丁目１２８番１

居宅介護
支援

のうきょうサン
ケア

ＪＡえひめ中央
居宅介護支援事
業所

愛媛県松山市千
舟町八丁目１２８
番１

愛媛県松山市吉
藤四丁目７－２６

平成１６年
３月１日

３８７０１０２４３５ 医療法人福井整形
外科麻酔科

愛媛県松山市久米
窪田町７８４番地１

居宅介護
支援

指定居宅介護支
援事業所ふくい

居宅介護支援事
業所ふくい

愛媛県松山市久
米窪田町７８４番
地１

愛媛県松山市高
井町７９５番地１

平成１６年
２月１６日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０１５７７ 株式会社クロス・サー
ビス

愛媛県松山市来住町１４
５８－４ 通所介護 デイサービスあそうだ 愛媛県松山市朝生田町

７－１００２－６ 平成１６年２月２９日

３８７３２００２８５ 関前村 愛媛県越智郡関前村岡
村７３２ 訪問介護 関前村高齢者生活福祉

センター
愛媛県越智郡関前村岡
村２５２５－１ 平成１６年３月３１日

３８７３２００２８５ 関前村 愛媛県越智郡関前村岡
村７３２ 通所介護 関前村高齢者生活福祉

センター
愛媛県越智郡関前村岡
村２５２５－１ 平成１６年３月３１日

３８７３２００５２５ 波方町 愛媛県越智郡波方町樋
口２５０ 通所介護 波方町デイサービスセ

ンター
愛媛県越智郡波方町樋
口２６４－１ 平成１６年３月３１日

３８７０２００７１８ 有限会社糸山タクシー 愛媛県今治市高部甲１５
４番地１ 訪問介護 糸山ケアサービス 愛媛県今治市高部甲１５

４番地１ 平成１６年３月１７日

３８７３２０００１２ 社会福祉法人朝倉村社
会福祉協議会

愛媛県越智郡朝倉村朝
倉下１１２－２ 訪問入浴 社会福祉法人朝倉村社

会福祉協議会
愛媛県越智郡朝倉村朝
倉下１１２－２ 平成１６年３月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１００１７３ 社会福祉法人愛寿会 愛媛県松山市東方町甲
８１３ 居宅介護支援 指定居宅介護支援事業

所であい
愛媛県松山市余戸南５
－３－１８ 平成１６年３月１日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４７７
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�愛媛県告示第９７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西予市宇和町土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）

・岩木地区）の施行を平成１６年４月１５日認可した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業

経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９７０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに砥部町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに砥部町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ワールドプラザ 今治市東村甲７４５番
地外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

・開店時刻
午前９時３０分

・閉店時刻
午後９時

・開店時刻
午前９時
・閉店時刻
午後１０時

平成１６年
５月１日

平成１６年
４月７日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時１５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

リバーサイドショッピ
ングセンター

伊予郡砥部町拾町２０
番外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の閉店時刻 午後９時 午後１０時 平成１６年

５月１日
平成１６年
４月５日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前８時４５分から
午後９時１５分まで

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４７８



�愛媛県告示第９７２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定

に基づき、次のとおり肥料登録証の記載事項の変更の届出が

あった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９７３号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定

に基づき、次のとおり肥料登録証の記載事項の変更の届出が

あった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９７４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年４月２７日から５月１０日まで

�愛媛県告示第９７５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局建設部及び八幡浜市役所において告示の日か

ら起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

八幡浜市

八幡浜市北浜一丁目１番１号

代表者 市長 高橋英吾

八幡浜市１５５７番地の１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

八幡浜市大島字本浦２番耕地１１９番から同市大島字

キシカウラ２番耕地１１７番１に至る地先公有水面

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並びに
�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ
．＋２．３０メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（八幡浜市大島字本浦３番耕地３６４番の大島漁

港第１５物揚場に設置された金属鋲ＨＴ１）は、北緯３３

度２３分１５秒、東経１３２度２０分３０秒の地点

�点は、基点から真北１９１度０３分４４秒２１０．１５メート
ルの地点

�点は、�点から真北１６度４７分０３秒１２．２２メートル
の地点

�点は、�点から真北５６度１１分０７秒８．２９メートルの
地点

�点は、�点から真北１０７度０９分５７秒７．７５メートル
の地点

�点は、�点から真北１９７度０９分５７秒０．２０メートル
の地点

�点は、�点から真北１０７度０９分５７秒０．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北１７度０９分５７秒０．２０メートルの
地点

	点は、�点から真北１０７度０９分５７秒１６．５０メート
ルの地点


点は、	点から真北１９７度０９分５７秒０．２０メートル
の地点

�点は、
点から真北１０７度０９分５７秒０．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北１７度０９分５７秒０．２０メートルの
地点

点は、�点から真北１０７度０９分５７秒１９．８５メート
ルの地点

�点は、点から真北２３０度１１分０９秒４１．１７メート

登録番号
生産業者の氏
名又は名称及
び住所

変更前 変更後 変 更
年月日

愛媛県
第１１７２号

全国農業協同
組合連合会
東京都千代田
区大手町一丁
目８番３号

愛媛県農業協同
組合連合会
愛媛県松山市南
堀端町２番地３

全国農業協同組
合連合会
東京都千代田区
大手町一丁目８
番３号

平成１６
年４月
１日

愛媛県
第１１７３号 〃 〃 〃 〃

登録番号
生産業者の氏
名又は名称及
び住所

変更前 変更後 変 更
年月日

愛媛県
第１１９６号

宇和鉱業株式
会社
愛媛県西予市
野村町野村５
号１１１番地

愛媛県東宇和郡
野村町大字野村
５号１１１番地

愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成１６
年４月
１日

愛媛県
第１２００号 〃 〃 〃 〃

愛媛県
第１２１０号 〃 〃 〃 〃

愛媛県
第１２３７号 〃 〃 〃 〃

愛媛県
第１２３８号 〃 〃 〃 〃

愛媛県
第１２３９号 〃 〃 〃 〃

愛媛県
第１２５４号 〃 〃 〃 〃

愛媛県
第１２６４号 〃 〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４７９



ルの地点

ウ 面積

１，０７８．７４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

八幡浜市大島字本浦２番耕地８５番２から同市大島字

キジカ浦２番耕地１２１番に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＲ点までを順次直線で結んだ線及びＲ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（八幡浜市大島字本浦３番耕地３６４番の大島漁

港第１５物揚場に設置された金属鋲ＨＴ１）は、北緯３３

度２３分１５秒、東経１３２度２０分３０秒の地点

Ａ点は、基点から真北２１０度２３分５６秒２０１．２７メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２９度２２分５４秒８７．１０メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５９度５２分４７秒１１６．３５メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北９８度２３分０２秒１１４．５７メートル

の地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１７０度５０分３８秒２５４．８４メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２６０度５３分２４秒２０１．１８メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３１８度１１分５８秒３５．６６メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１６度５１分５２秒６２．４５メートル

の地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３４３度０５分３４秒１９．８０メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３２２度１７分２０秒３０．２９メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２９９度３４分５８秒８．５５メートル

の地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北１７度５２分３５秒１１．７７メートル

の地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北２８７度３５分１９秒４．０７メートル

の地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北１９７度１７秒３２秒１４．７３メート

ルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北３０６度１４分１４秒１９．４２メート

ルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北３１０度０４分００秒１０．５７メート

ルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北２４５度０６分５４秒１．６０メートル

の地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北２１７度２１分５０秒４．３９メートル

の地点

ウ 面積

６０，１８５．０６平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第９７６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宮窪町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

宮窪町

越智郡宮窪町大字宮窪２６６８番地

代表者 町長 矢野勝俊

越智郡宮窪町大字友浦１３６３番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡宮窪町大字友浦７４３番地先から同所１１５２番５地

先までの公有水面

� 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�点
と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．
８４メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた

区域

基点（三等三角点「仁江」）は、北緯３４度０９分１９秒４２

２１、東経１３３度０４分２２秒５６８６の地点

�の点は、基点から真北１０８度３３分３０秒８９１．３６９メー
トルの地点

�の点は、�の点から真北９２度５３分２９秒３６．８７４メート
ルの地点

�の点は、�の点から真北９４度０７分１４秒１７．７７１メート
ルの地点

�の点は、�の点から真北１８８度４４分３８秒２．０３２メー
トルの地点

�の点は、�の点から真北２２７度２８分３４秒８０．４２６メー
トルの地点

�の点は、�の点から真北１９４度４２分０８秒１２４．５５７メ
ートルの地点

�の点は、�の点から真北２８４度５５分４２秒１５．２０５メー
トルの地点

	の点は、�の点から真北１４度３９分２８秒０．８４９メート
ルの地点

�の点は、	の点から真北２８４度５３分３９秒２０．６６６メー
トルの地点

� 面積

７，２１２．７５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２年２月２日 愛媛県指令元河第９３１号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年４月２７日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号

４８０
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�愛媛県告示第９７７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成１６年５月６日から

平成１７年３月２５日まで

３ 作業地域 松山市、西条市、四国中央市

越智郡玉川町

喜多郡長浜町

�������
�愛媛県告示第９８１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市中之庄町字宮ノ上６０３番４、６０３番８及び６

０３番２３

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社

�愛媛県告示第９７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予石城停車場線
西予市宇和町岩木２１５番２から

同町岩木１５３番２まで

旧 ７．６ ０．１２８

新 ７．６～１５．４ ０．１２８

〃 〃
西予市宇和町岩木１５５番２から

同町岩木１６２番３まで

旧 ７．３～８．４ ０．１５１

新 １５．２～１７．３ ０．１５１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予石城停車場線
西予市宇和町岩木２１５番２から

同町岩木１５３番２まで
平成１６年４月２７日

〃 〃
西予市宇和町岩木１５５番２から

同町岩木１６２番３まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６今局建（開）第２号

平成１６年４月１３日
越智郡波方町大字樋口字佐郡甲２２００番１５３

越智郡波方町大字樋口甲２５０番地
波方町長 片 上 修二郎

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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選挙管理委員会告示

代表取締役 白石 豊信 ３ 図面省略

�愛媛県告示第９８２号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年４月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県選挙管理委員会告示第３７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

松第
９４号

松山市道後一万１番１号 財団法人愛媛県国際交流協会 売りさばき人
松山市道後一万１番１号
財団法人愛媛県国際交流協会

売りさばき人
松山市道後一万７３３番
財団法人愛媛県国際交流協会

平成１６年
３月２４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年４月１６日 ＮＰＯ法人レジェンド松山 大 野 加壽子 愛媛県松山市南江戸四丁目２番
８号

この法人は、スポーツ文化の一つであるバ
スケットボールの振興を通して、地域社会
の活性化と、家族の絆回復や青少年への情
操教育と健全育成、および健康増進や健康
管理としての予防医学・栄養学等の普及を
積極的に取り入れて、元気で連帯感あふれ
る「町づくり」「地域のコミュニティーづ
くり」と、そして「心豊かな人間づくり」
「家庭づくり」を目指し、スポーツ文化の
定着を図ることで二十一世紀の社会づくり
に貢献することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年４月１６日 特定非営利活動法人
アクティブボランティア２１ 楠 野 義 計 愛媛県松山市天山二丁目３番２６

号
この法人は、不特定かつ多数の者に対して
、保健・福祉の増進、社会教育・まちづく
りの推進、スポーツの振興、環境の保全及
び浄化、国際協力及び子どもの健全育成に
関する事業を行い、公益の増進に寄与する
ことを目的とする。

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があ

った。

平成１６年４月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

山下英雄後援会 大 西 邦 彦 山 下 正 敏 南宇和郡御荘町中浦１１５１ 平成１６年１月５日

女性党愛媛県今治総支局 湯 山 ツタエ 湯 山 ツタエ 今治市高市甲４２－５ 平成１６年１月８日

菊地ミスギ後援会 宇都宮 ユキミ 成美本 清 枝 西予市三瓶町朝立１－４３８－３４ 平成１６年１月１６日

高市昭次後援会 高 市 昭 次 本 田 富 雄 伊予郡砥部町宮内６４８ 平成１６年１月２０日

西予市を共に育てる会 井 伊 敏 郎 兵 頭 藤 樹 西予市野村町野村１２－７５３－４ 平成１６年２月４日

政治結社國正会 浅 野 敏 正 宇都宮 明 上浮穴郡小田町町村３６３ 平成１６年２月６日

ＭＥＬＯＮ西条社会活動委員会 徳 丸 安 俊 木 山 豊 繁 西条市ひうち８－６ 平成１６年２月１３日

自由民主党愛媛県参議院選挙区第
三支部 山 本 順 三 柴 田 泰 彦 松山市三番町４－９－６ 平成１６年２月１７日 政党の支部

玉乃井進後援会 大 西 安 郎 玉乃井 正 寿 温泉郡重信町大字田窪１４９１ 平成１６年２月２４日

西中まさずみ後援会 西 中 正 純 西 中 く み 西予市三瓶町二及２－７０５ 平成１６年２月２４日

新しい風の会 大 西 英 彦 森 実 繁 仁 四国中央市中之庄町６１８ 平成１６年２月２５日

松木ゆたか後援会 宇都宮 伝 松 木 郁 子 西予市三瓶町津布理３３０３ 平成１６年２月２５日

鈴木としひろ後援会 大 西 静 晴 高 石 昇 四国中央市寒川町１３０－２ 平成１６年３月１日

越智功一後援会 越 智 功 一 越 智 和 美 越智郡宮窪町大字宮窪４１８２ 平成１６年３月２日

宇都宮清美後援会 萩 森 健 宇都宮 良 春 西予市宇和町小野田５２４－２ 平成１６年３月３日

明日の郷土を考える会 大 西 静 晴 高 石 昇 四国中央市寒川町１３０－２ 平成１６年３月３日

大西よし子後援会 大 西 佳 子 大 西 清 隆 温泉郡重信町田窪１６７９ 平成１６年３月４日

河野作生後援会 村 上 博 黒 田 和 代 西予市宇和町大江５０４－２ 平成１６年３月４日

加地たかひろ後援会 加 地 宏 輔 加 地 政 輝 四国中央市中曽根町２６１２－２ 平成１６年３月５日

岡崎正勝後援会 岡 崎 正 勝 岡 崎 寿 明 四国中央市中曽根町２１９０ 平成１６年３月１０日

兵頭ひろふみ後援会 兵 頭 安 博 出 水 文 虎 西予市野村町舟戸２０２９ 平成１６年３月１１日

私たちの市長を出す会 篠 永 和 子 伊 藤 暁 美 四国中央市寒川町５５０－１ 平成１６年３月１２日

藤井朝廣後援会 田 原 清 次 楠 武 西予市宇和町稲生３９－２ 平成１６年３月２３日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

藤川修次後援会 会 計 責 任 者 藤 川 博 美 梅 木 好 美 平成１６年１月１３日

松山の都市計画を考え
る会 主たる事務所の所在地 松山市鴨川２－１４－４ 松山市山越４－１－３２ 平成１６年１月１４日

会 計 責 任 者 和 田 明 美 桑 田 満 雄

大塚功後援会 主たる事務所の所在地 西予市野村町野村１２－７５３－
４ 西予市野村町野村１２－４４ 平成１６年１月１５日

自由民主党一本松支部 主たる事務所の所在地 南宇和郡一本松町満倉７２５ 南宇和郡一本松町広見２２３４ 平成１６年１月１６日 政党の支部

代 表 者 大 西 健 夫 土 居 尚 行

会 計 責 任 者 宝 田 安 茂 大 西 健 夫

自由民主党城辺支部 主たる事務所の所在地 南宇和郡城辺町蓮乗寺３３５－
９ 南宇和郡城辺町甲４８０１ 平成１６年１月１６日 政党の支部

代 表 者 金 澤 卓 畑 田 藤志郎

自由民主党中山支部 代 表 者 照 岡 晋 石 丸 修 一 平成１６年１月１６日 政党の支部

会 計 責 任 者 井 上 勝 博 亀 岡 宇佐武

全国社会保険推進連盟
愛媛県支部 会 計 責 任 者 山 内 久仁男 三 好 清 春 平成１６年１月１９日

日吉一郎後援会 会 計 責 任 者 竹 内 祐 也 大 澤 ケイ子 平成１６年１月２０日

石川ひさし後援会 代 表 者 石 川 義 美 山 内 和 利 平成１６年１月２２日

全国小売酒販政治連盟
愛媛県支部 主たる事務所の所在地 松山市竹原３－１６－１２ 松山市竹原町６１０－２ 平成１６年１月２３日

豊洋会 主たる事務所の所在地 松山市平和通３－１－３０ 松山市平和通３－２－１８ 平成１６年１月２７日

石津隆敏後援会 代 表 者 尾 藤 正 義 森 実 和 生 平成１６年１月２７日

日和佐なおし後援会 会 計 責 任 者 関 野 隆 幸 在 間 進 平成１６年１月３０日

えひめ民社協会 代 表 者 御手洗 健 中 矢 民三郎 平成１６年２月３日

会 計 責 任 者 藤 川 修 次 御手洗 健

自由民主党愛媛県宇和
島市第一支部 主たる事務所の所在地 宇和島市明倫町５－２－２１ 宇和島市明倫町３－４０ 平成１６年２月３日 政党の支部

仲田中一後援会 主たる事務所の所在地 宇和島市明倫町５－２－２１ 宇和島市明倫町３－４０ 平成１６年２月３日

仲田中一後援会「大樹
会」 主たる事務所の所在地 宇和島市明倫町５－２－２１ 宇和島市明倫町３－４０ 平成１６年２月３日

山本順三後援会 主たる事務所の所在地 松山市三番町４－９－６ 今治市大新田町２－２－５０ 平成１６年２月４日

渡辺雄二後援会（雄飛
会） 代 表 者 渡 辺 雄 二 藤 岡 強 志 平成１６年２月４日

自由民主党東予市支部 主たる事務所の所在地 東予市旦之上５６５ 東予市広岡４０５ 平成１６年２月５日 政党の支部

代 表 者 越 智 宏 司 渡 部 浩

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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明るい上浦をつくる会 主たる事務所の所在地 越智郡上浦町大字甘崎１４４９－
１ 越智郡上浦町大字甘崎１５９０ 平成１６年２月６日

小野功後援会 主たる事務所の所在地 越智郡上浦町大字甘崎１４４９－
１ 越智郡上浦町大字甘崎１５９０ 平成１６年２月６日

坂本隆重後援会 代 表 者 河 野 仁 志 岡 本 保 平成１６年２月１７日

自由民主党岩城支部 主たる事務所の所在地 越智郡岩城村１６８７ 越智郡岩城村１６０５－２ 平成１６年２月２３日 政党の支部

代 表 者 田名後 豊 重 新 川 健

自由民主党愛媛県松山
市第三支部 主たる事務所の所在地 松山市道後鷺谷町１－１３ 松山市岩崎町２－７－４２ 平成１６年２月２３日 政党の支部

自由民主党伊予市支部 主たる事務所の所在地 伊予市稲荷１４０９ 伊予市上三谷７２６－１ 平成１６年２月２３日 政党の支部

代 表 者 藤 本 郁 夫 高 橋 佑 弘

会 計 責 任 者 早 田 久 藤 本 郁 夫

自由民主党新居浜支部 主たる事務所の所在地 新居浜市一宮町１－１２－４７ 新居浜市繁本町５－３１ 平成１６年２月２３日 政党の支部

自由民主党砥部支部 主たる事務所の所在地 伊予郡砥部町大南１９３５ 伊予郡砥部町北川毛６３０ 平成１６年２月２３日 政党の支部

代 表 者 平 岡 文 男 亀 井 克 章

自由民主党愛媛県農政
同志会支部 代 表 者 梅久保 保 先 田 通 夫 平成１６年２月２４日 政党の支部

愛媛県農政同志会 代 表 者 梅久保 保 先 田 通 夫 平成１６年２月２４日

岡野辰哉後援会 政 治 団 体 の 名 称 岡野辰哉後援会 岡野達也後援会 平成１６年２月２６日

会 計 責 任 者 阿 部 忠 徳 新 田 俊 二

松田としひこ後援会 代 表 者 吉 武 則 幸 渡 部 俊 之 平成１６年２月２７日

ひのけいクラブ 会 計 責 任 者 大矢野 幸 雄 秋 月 潔 平成１６年３月１日

自由民主党菊間支部 主たる事務所の所在地 越智郡菊間町浜７８２ 越智郡菊間町佐方３６ 平成１６年３月２日 政党の支部

代 表 者 寺 井 政 博 渡 部 晃 慶

会 計 責 任 者 白 石 公 明 羽 藤 俊 之

大沢五夫後援会 主たる事務所の所在地 今治市国分５－２－５７ 今治市野間甲１２１４－１ 平成１６年３月４日

吉井晋一郎後援会 会 計 責 任 者 吉 井 晋一郎 原 田 亮 平成１６年３月５日

ともに未来を拓く会 会 計 責 任 者 斎 藤 早 苗 二 神 秀 美 平成１６年３月１０日

愛媛政策研究会 主たる事務所の所在地 松山市道後鷺谷町１－１３ 松山市祝谷１－１－１０ 平成１６年３月１５日

自由民主党松前支部 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町大字南黒田１２０ 伊予郡松前町大字浜２２８ 平成１６年３月１５日 政党の支部

代 表 者 住 田 省 三 岡 田 稔

会 計 責 任 者 仙 波 勲 篠 崎 雅 一

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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自由民主党愛媛県林材
業関係支部 会 計 責 任 者 今 井 央 山 口 英 昭 平成１６年３月１６日 政党の支部

山本順三後援会 会 計 責 任 者 柴 田 泰 彦 丹 下 四 郎 平成１６年３月１６日

近藤達也後援会 会 計 責 任 者 近 藤 佐都美 森 田 貞 夫 平成１６年３月１７日

政司とともに政治を考
える会 会 計 責 任 者 上 甲 安 夫 中 井 勝 平成１６年３月１８日

山下英雄後援会 主たる事務所の所在地 南宇和郡御荘町平城３９５６－１ 南宇和郡御荘町中浦１１５１ 平成１６年３月１８日

一色一正後援会 代 表 者 一 色 智津子 村 上 正 弘 平成１６年３月１９日

会 計 責 任 者 向 井 稔 村 上 ヒロ子

自由民主党愛媛県支部
連合会 代 表 者 山 本 敏 孝 山 本 順 三 平成１６年３月２３日 政党の支部

きくち伸英後援会 代 表 者 渡 部 洋 一 黒 田 和 夫 平成１６年３月２４日

会 計 責 任 者 平 岡 伸 二 内 山 勝 夫

自由民主党愛媛県松山
市第十五支部 会 計 責 任 者 武 知 和 久 金 浦 秀 利 平成１６年３月２４日 政党の支部

藤田高景後援会 会 計 責 任 者 中 田 晃 篠 原 是 嗣 平成１６年３月２６日

社会民主党愛媛県第３
区支部連合 会 計 責 任 者 中 田 晃 篠 原 是 嗣 平成１６年３月２６日 政党の支部

大木正彦後援会 代 表 者 島 崎 有 三 伊 藤 征 治 平成１６年３月２６日

会 計 責 任 者 清 水 雅 文 島 崎 有 三

藤井万一郎後援会 会 計 責 任 者 松 本 良 幸 上 田 篤 夫 平成１６年３月２６日

日本共産党東予地区委
員会 代 表 者 植 木 正 勝 平 本 哲 郎 平成１６年３月２６日 政党の支部

自由民主党関前支部 主たる事務所の所在地 越智郡関前村岡村甲９０ 越智郡関前村岡村甲１１２－１ 平成１６年３月２９日 政党の支部

代 表 者 片 山 義 嗣 井 村 雄三郎

明るい上浦をつくる会 会 計 責 任 者 藤 原 祐 二 木 村 貞 雄 平成１６年３月３０日

小野功後援会 会 計 責 任 者 藤 原 祐 二 木 村 貞 雄 平成１６年３月３０日

阿部悦子と市民の広場 会 計 責 任 者 小 倉 正 木 村 伸 樹 平成１６年３月３０日

曽根貞義後援会 主たる事務所の所在地 北宇和郡津島町大字上畑地甲
６０４ 北宇和郡津島町岩松７５３ 平成１６年３月３０日

潤風会 会 計 責 任 者 戒 能 美 雪 大 脇 礼 子 平成１６年３月３１日

戒能潤之介後援会 会 計 責 任 者 戒 能 美 雪 大 脇 礼 子 平成１６年３月３１日

自由民主党愛媛県松山
市第五支部 会 計 責 任 者 戒 能 美 雪 大 脇 礼 子 平成１６年３月３１日 政党の支部

愛媛県商工連盟連合会
伊予支部 代 表 者 岡 部 悦 雄 泉 正 紀 平成１６年３月３１日

成見憲治を励ます会 代 表 者 小早川 朋 江 吉 田 萬 平成１６年３月３１日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の

規定により、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

会 計 責 任 者 成 見 登志美 越 智 貴 則

ユーカリを育てる会 会 計 責 任 者 成 見 登志美 越 智 貴 則 平成１６年３月３１日

愛媛司法書士政治連盟 代 表 者 永 井 敏 隆 中 村 仁 一 平成１６年３月３１日

会 計 責 任 者 摂 津 鉄 男 末 光 祐 一

愛媛県歯科技工士連盟 代 表 者 礒 野 啓一郎 河 野 和 重 平成１６年３月３１日

会 計 責 任 者 泉 直 三 河 野 和 重

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

池 田 泰 典 後 援 会 吉 井 孝 夫 平成１５年１２月２５日

自由民主党愛媛県八幡浜市第
二支部 菊 池 平 以 平成１５年１２月３１日

久 保 田 仁 之 後 援 会 河 野 美 治 平成１５年１２月３１日

片 上 修 二 郎 後 援 会 大河内 定 平成１５年１２月２５日

越 智 た か の り 後 援 会 越 智 隆 憲 平成１５年１２月２３日

伊 藤 優 子 後 援 会 伊 藤 優 子 平成１５年１２月２９日

村 上 光 夫 後 援 会 村 上 光 夫 平成１５年１２月３１日

阿 部 悦 子 を 推 薦 す る 会 流 水 龍 也 平成１５年１２月３１日

笑顔で暮らせる町づくりを考
える市民の会 近 藤 由美子 平成１５年１２月３１日

岡 靖 後 援 会 松 本 英 幸 平成１５年１２月３１日

みんなで創ろう「うまの会」 森 実 達 治 平成１５年１２月３０日

松 井 勝 成 後 援 会 山 本 衛 平成１５年１２月３１日

山 本 博 司 後 援 会 浜 田 久 太 平成１６年２月１日

明日のふるさとを語る会善家
冨士雄後援会 久保田 恒 男 平成１６年１月３１日

越 智 功 一 後 援 会 村 上 安 直 平成１６年３月２日

木 下 良 一 後 援 会 越 智 貴美夫 平成１６年３月４日

丁 丑 会 菊 池 伸 英 平成１６年３月１５日

中 矢 民 三 郎 後 援 会 中 矢 民三郎 平成１５年１２月３１日

池 田 の び る 後 援 会 越 智 武 則 平成１５年４月３０日

育 伸 会 池 田 伸 平成１５年４月３０日

神 野 幸 雄 後 援 会 宇 野 春 義 平成１５年１２月３１日

酒 井 つ と む 後 援 会 宇都宮 久 史 平成１６年３月２２日

坂 尾 け い 子 後 援 会 酒 井 勉 平成１６年３月２２日

成 川 耕 造 後 援 会 十 亀 義 房 平成１５年１２月１０日

角 田 武 博 後 援 会 角 田 武 博 平成１５年４月３０日

先 田 通 夫 後 援 会 先 田 通 夫 平成１６年３月２０日

興 隆 会 藤 原 敏 隆 平成１６年３月１８日

藤 原 敏 隆 後 援 会 日和佐 政 明 平成１６年３月１８日

篠 永 善 雄 後 援 会 西 岡 孟 平成１６年３月２３日

自由民主党愛媛県食糧支部 清 水 末 万 平成１６年３月２４日

渡 辺 ゆ た か 後 援 会 藤 田 光 平成１５年４月６日

大成会（河野泰成後援会） 山 内 修 平成１６年３月２５日

土 井 中 照 後 援 会 水 口 典 之 平成１６年３月３０日

衆 人 愛 敬 社 中 島 川 崇 平成１６年３月２７日

酒 井 正 直 後 援 会 宇都宮 日出門 平成１６年３月３１日

愛 媛 県 報平成１６年４月２７日 第１５５３号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出

があった。

平成１６年４月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県選挙管理委員会告示第４１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の指定の取消し等の届出が

あった。

平成１６年４月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

仲田中一後援会「大樹
会」 主たる事務所の所在地 宇和島市明倫町５－２－２１ 宇和島市明倫町３－４０ 平成１６年２月４日

愛媛政策研究会 主たる事務所の所在地 松山市道後鷺谷町１－１３ 松山市祝谷１－１－１０ 平成１６年３月１５日

ユーカリを育てる会 会 計 責 任 者 成 見 登志美 越 智 貴 則 平成１６年３月３１日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

菊 池 伸 英 松山市議会議員 丁丑会 松山市古川西３－６－１６ 菊 池 伸 英 平成１６年３月１６日

中 矢 民三郎 愛媛県議会議員 中矢民三郎後援会 松山市南吉田町２９０１ 中 矢 民三郎 平成１６年３月１７日

池 田 伸 愛媛県議会議員 育伸会 今治市阿方甲６１１－１１ 池 田 伸 平成１６年３月１７日

先 田 通 夫 愛媛県議会議員 先田通夫後援会 越智郡上浦町大字盛２３４４ 先 田 通 夫 平成１６年３月２３日

藤 原 敏 隆 衆議院議員 興隆会 東予市高田１３８－３ 藤 原 敏 隆 平成１６年３月２４日

島 川 崇 参議院議員 衆人愛敬社中 松山市宮田町１３２ 島 川 崇 平成１６年３月３１日

平成１６年４月２７日 印刷
平成１６年４月２７日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４８８
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